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1 北九州分会例会の報告

(報告者：秋貞英雄）

日時：2013年 11月 15日 (金)

話題提供者：西垣　敏

話題：「ナノテクノロジー・微粒子、その危険側面を考える」

参加者：8名

最近の話題として、ナノテクノロジーが関わる分野の紹介が行われた。カーボンナノチューブ、酸化チタン

粒子、銀粒子などである。

ナノテクノロジーを活用した技術の発展を加速・促進のためプロジェクト運営資金が交付されて、各分野で

その関連技術の発展が見られる。コンピュータ、ロボット、医療、農業、環境 (人工降雨など)、エネルギー、宇

宙・航空、生活、戦争・兵器など広範囲である。

ナノスケールレベルでは、表面エネルギーや量子効果が顕在化して、物理化学的にマクロ系とは異なった挙

動を示す。そのような物理的、化学的反応が影響して、アスベスト粒子が肺がんの原因となるように、カーボン

ナノチューブなども、その類似形状から発がん物質としての可能性がある。銀もヨウ化銀粒子が人工降雨に使

われているが、銀微粒子は酸化や還元に化学的作用を発揮している。微粒子が体内に吸入された時の害が予想

される。ロケットの固体燃料にアルミ粉末が使われ、その酸化微粒子が空気中にふりまかれている。酸化チタ

ンも光化学反応現象があり、塗料、化粧品に使われている。その製造過程では大量の廃硫酸の問題がある。ロ

ボットでは、例えば虫型ロボットは個人生活の監視や兵器にも使える。以上のような報告があった。

報告後の議論は下記のようであった。ナノテクノロジーという技術に限らず、研究者・技術者が開発や研究

に関わる場合、その技術成果の問題点の対策まで考慮して行うべきとの意見。研究・開発者は、情報を公開し、

将来の危険性を色々の立場の人が考察できるようにすべきとの意見。研究開発で得られた成果が人類が得た成

果だと言って使って良いとは限らないという意見。研究者、技術者のこの分野に関わる場合の心構え、哲学の

必要性が議論された。
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2 日本科学者会議　第 31回九州・沖縄地区シンポジウム

「自然エネルギー・アイランド九州の未来」の報告

小早川　義尚

去る 11月 23日（土）24（日）、大分市のコンパルホールで来年度の JSA20総学・福岡のプレシンポの位置

づけで「自然エネルギー・アイランド九州の未来」をテーマに第 31回九州・沖縄地区シンポジウムが開催され

た。1日目は、別府大学の阿部博光氏による「地域社会における自然エネルギー開発の重要性」と題する記念講

演から始まり、宮崎大学名誉教授の大坪昌久氏による「宮崎県新エネルギービジョンの特徴と問題点」、九州・

自然エネルギー推進ネットワーク代表の小坂正則氏による「アジア・グリッド構想と電力自由化」、引き続く 3

者によるパネルディスカッションが行われた。30名を超える参加者が熱心に報告に聞き入り討論に参加した。

阿部氏の講演では、自然エネルギー開発の様々な事例の紹介とともに、それぞれの事例における地域社会と

の共生といった観点からの検討が行われた。具体的な事例紹介としては、主に大分における地熱発電関連の取

り組みの紹介があった。八丁原発電所を観光事業につなげる取り組み、「湯けむり発電」「バイナリー発電」など

の紹介があった。引き続き行われた大坪氏の講演では宮崎県の新エネルギービジョンと具体的な取り組み（宮

崎太陽プロジェクト、宮崎森林バイオマスプロジェクト、宮崎小水力プロジェクト、宮崎地産地消による地域・

産業づくりプロジェクト）の状況が紹介された。そこでは、やはり地域社会との共生の問題が重要であること

が指摘された。中央の資本が地域に入り込んで事業を興し、利益はそのまま吸い上げて行くという構図がちら

ほらと垣間見える状況にどう対処して行くかという問題でもある。具体的なメガソーラー事業に関連した権利

を含む土地転がし的な問題などが起こっている実情の紹介もあった。小坂氏は、現在の電力行政の問題点を特

に発送電分離の問題に重点を置いて指摘された。自然エネルギーの普及の如何は一に政府の電力政策にかかっ

ていることを端的に強調された。

その後は、大分支部の植田謙一氏による「３．１１以降の大分の反原発・脱原発運動」、福岡支部の中西正之

氏による「九電原発再稼働の科学・技術的成問題点」の講演と討議が行われた。中西氏は、詳細に九電の原発再

稼働に向けた動きの抱える様々な問題点を指摘された。ヨーロッパ等の様々な安全対策との比較に基づいての

考察から、「安全な原発」は現実的にあり得ないことを明確に指摘された。玄海原発の原子炉格納容器の実体・

メルトダウンに対する実にいい加減な九電の対応策の問題等について詳細かつ分かり易く報告をされた。また、

コンピュータシュミレーションに依存しきった安全性審査の問題点の指摘は、原発に限らず様々な巨大技術に

も当てはまるもので科学・技術に携わるものには考えさせられるものであった。

1日目の夜は、懇親会が行われ、20名を超す参加者がシンポに引き続き様々な問題を話題に交流を深めるこ

とが出来た。20総学に向けての話題も有り、盛り上がった懇親会となった。

2日目は、大学問題に関連した大分大学の合田氏による「大分大学における大学運営」、宮崎大学の杵渕子に

よる「大学における『教養』の否定について　—宮崎大学の新学士課程—」、九州大学の小早川による「九州大

学の基幹教育とその実施状況」の 3つの報告があった。最初の、大分大学の実情についての報告は，学長・理事

会に権限を集中した場合，その学長・理事会の如何によっては、大学運営に大変な混乱をきたすのかの生々しい

実例を示すものであった。他の大学では、ここまではひどくはないといっても、何時、大分大学のような状況に

陥るかもしれないということは、現在のような学長・理事会に権限が集中した状況では否定できない。そのほ

かの 2つの報告から，現在大学に於いて進められている文科省主導の教育「改革」の生み出す様々な問題点が

指摘された。討論の中では、大学間の様々な格差（予算的な格差はことに大きな問題である）がこの教育改革の

内容にも大きく影を落としていることも指摘された。

3 学習講演会「福島原発の現状と玄海原発の再稼働問題」報告

12月 7日（土）午後 2時より福岡市市民福祉プラザ「ふくふくプラザ」において上記タイトルの学習講演会

が，『日本の科学者』読書会および福岡核問題研究会の主催で開かれた．参加者は講演者を含めて 37名であっ

た．講演の内容は以下の通り．
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第一部：福島原発事故は今どうなっているか

（１）汚染水問題を中心として 岡本良治（九州工大名誉教授）

（２）除染と放射線被曝問題を中心として 豊島耕一（佐賀大名誉教授）

第二部：玄海原発の再稼働問題を考える

（１）九電の過酷事故対策の問題点 中西正之（元燃焼炉設計技術者）

（２）コメント 北岡逸人（元柏崎刈羽市民ネット事務局長）
第一部は，汚染水問題や除染問題を含む福島原発事故の現状がどうなっているかについての焦点をあてた講

演を行った．はじめに岡本氏により，収束されておらず，コントロールもされていない福島原発事故の現状が

報告された．まず，崩壊熱は，事故当時の 20分の 1程度（約 600kW）に減少しているが，今後の減衰は緩や

かで長期間の冷却が必要とのこと．注水されている冷却水（1日 360トン）は核燃料に触れることにより放射

能汚染水として増大している．さらに，毎日約 1000トンの地下水が 1∼4号機周辺に流れ込み，300トンの汚

染水が海へ流出いているという．地下水流入抑制対策として，凍土遮水壁が検討されているが，問題点も多く，

規模の点で実証例がなく，巨大な無駄遣いになりかねないとの指摘があった．最後に，「東電は汚染水対処もで

きていない，原因究明も不透明・不十分のなかで柏崎刈羽原発の再稼動の議論する資格なし」と東電に苦言を呈

された．次に，豊島氏は，高崎観測所における最近の観測データを示し，関東一帯の大気中の放射性セシウムの

量が今でも「フクシマ」以前の数百倍の状態が継続していることを示し，山林の除染はそもそも不可能であり，

除染は目的と効果を事前にはっきりさせて実施しないと単なる浪費になると指摘された．また，国際放射線防

護委員会（ICRP）が，放射線被曝の被害を考えるうえで重要な集団線量という概念を抹殺し，過酷事故におけ

る被害を小さく見せようとしていると警告された．両氏とも，汚染水の中や原発の運転により常時出てくるト

リチウムは ICRPが言っているほど危険性が少ないものではないという可能性を指摘された．また，玄海原発

がたくさんのトリチウムを放出しているという．

第二部は，玄海原発の再稼働問題に関連して九電の過酷事故対策の問題点について焦点をあてた中西氏の講

演が行われた．この第二部については，2013年 12 月 11付の朝日新聞地方版で報道があるのでそれを以下に掲

載する．

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

見出し：過酷事故時の対策　玄海原発に批判も　学習講演会に市民ら 30人

原子力発電所をテーマにした学習講演会が，7日福岡市内で開かれた．専門家の講演に参加者の質問をはさみ

ながら，原発の安全対策の問題点などを話し会った．

市民ら約 30人が参加．放射性廃棄物を処理する燃焼炉設計にもたずさわった元技術者の中西さん（70，水巻

町）の講演に，質問が集中した．

九州電力が再稼働をめざす玄海原発（佐賀県）の過酷事故対策の問題点がテーマだ．九電は，今年 8月に原

子力規制委員会が開いた玄海原発 3，4号機の重大事故対策についての第 9回審査会合で，全電源を喪失するな

どの状況になった場合，原子炉容器の下に水をためる方針を示した．

中西さんは，ほかの専門家の指摘も踏まえながら，その場合に大規模な爆発が起きる可能性を指摘．格納容器

に使われたコンクリートが高温の溶融核燃料と反応して一酸化炭素（CO）ガスや水素ガスが発生→溶融核燃
料が水に浸されて表面に黒い膜のようなものができるが，ガスによって膜が敗れる→溶融核燃料が水と一気に
反応し水蒸気爆発がおきる，という流れだ．膜が破れなくても，一酸化炭素爆発が起きる可能性もあるという．

中西さんによると，欧州では，溶融核燃料とコンクリートの反応を防ぐために，「コアキャッチャー」と呼ばれ

る装置が新型の原発の格納容器の底に設けられ始めているという．「海外でとられ始めた安全対策もとっていな

いのに，原子力規制委員会が『よろしい』と言ってしまう．これで世界一安全などといっている」と批判した．

日本科学者会議福岡核問題研究会などが主催した．このほか，岡本良治・九州工大名誉教授や豊島耕一・佐賀

大名誉教授が東京電力福島第一原発事故の汚染水問題や除染について話した．（柴田奈々子）

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

質疑討論のあと，玄海原発を止めるために，最近，福岡に来たという元柏崎刈羽市民ネット事務局長の北岡氏

が，玄海原発の問題点や脱原発における障害としての米国の役割についてコメントした．最後に，１万人の原

告団をめざしている「原発なくそう！九州玄海訴訟」弁護団の岡部弁護士が，講演会参加者に原告となり訴訟に
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加わるよう訴えた．講演会のあとに行った親睦会のなかで日本科学者会議への入会希望者が現れた．

＜アンケートに記入されていた２，３の感想＞

・時間が足りません．もう少しゆっくりと話しを聞きたかったです．専門家が一般市民との距離をもっと

縮めるため市民啓発をもっとやって頂きたいと思います．いつも思いますが，専門家の方々は，その知

識・知見などマスコミを上手に動かし市民に広めていただきたいと思います．勿体ないです．

・普通の主婦ですので，前半は難しくて猫に小判でした．原子炉のことについては，とてもよく説明して

いただき，大変勉強になりました．これをどう行動に結びつけるか，政府にどう影響を与えるものにす

るかが，大問題と思います．知ることがまずすべきことと思い参加させていただきました．ありがとう

ございました．

・高度な専門的なお話しでしたので，全く理解できませんでしたが，ポイントは分かったつもりです．と

ても為になりました．頂いた資料は他の人にも見せます．

なお，学習講演会のレジュメと発表時に使ったパワーポイントのファイルは以下のサイトで見ることができる．

http://jsafukuoka.web.fc2.com/Nukes/blog/index.html

（以上，三好記）

4 福岡核問題研究会の報告

この間に福岡核問題研究会（旧日本科学者会議 福岡支部 核問題研究委員会）が，9月 29日，11月 2日およ

び 11月 30日に開かれた．これらの研究会で議論された主な内容は， 1⃝ 玄海原発再稼働に関連した，九州電力

の過酷事故対策の問題点，特に，原子力規制委員会が（おそらく意図的に）無視しているコリウム・コンクリー

ト反応の危険性や九州電力の水素爆発と水蒸気爆発に対しての危機意識の欠如， 2⃝ これらの問題に関する九州

電力および福岡県知事への公開質問書の内容検討である．それらの議論の中から 12月 7日の学習講演会「福島

原発の現状と玄海原発の再稼働問題」が提起され，前項の報告のように一定の成果を収めた．年内には九州電

力および福岡県知事への公開質問書の成案を完成させる予定である．

（以上，三好記）

5 『日本の科学者』読書会の報告

以下は読書会で報告されたレジュメをもとに「日本の科学者」11月号の読書会の様子を編集したものです．

◆ 11月号読書会　＜特集＞安倍政権を問う─改憲と歴史認識　 11月 11日（月）14∼17時

大藤紀子著：歴史と担い手を欠いた憲法

2012年に提示された自民党の「日本国憲法改正草案」（以下，草案）は，憲法の位置づけを抜本的に変更し，

その本来の機能を停止させるものであるとして，日本国憲法との比較を通して草案の憲法像を浮き彫りにして

いる．草案は「良き伝統」を未来に継承するという無反省な態度であり，過去の戦争の反省的視点から制定され

た現憲法との対照的である．現憲法の 97条で，基本的人権は「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」で

あり，「現在及び将来の国民に対し，侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」とする．草

案はこの 97条を削除した．著者は，基本的人権の規定から歴史的観点を排除することにより，基本的人権を国

民の手から引き剥がし，外部的実力（すなわち時の政府）に委ねる危険性を鋭く指摘している．現憲法で「公共

の福祉」という言葉が，草案で「公益及び公の秩序」に置きかえられている．「公共の福祉」は個人相互の人権

の矛盾や衝突を調整するものであるが，「公益及び公の秩序」は，秩序維持を目的に表現の自由などの基本的人

権を制限する概念として機能する危険を指摘している．「憲法は現状に合っている必要はない．現状を監視し，

問題点を指摘し，それを正常化させるのが憲法である」という．　　 (報告：Y.S.)
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古関彰一著：自民党改憲案の歴史的文脈

自衛隊の創設と自由民主党の結党を起点として憲法改正問題は生じた．自民党の一貫した改憲の柱は，戦争

放棄条項の削除，天皇制の強化，人権の制限である．本論文では，結党以来 60年にわたって執拗に改憲を追求

してきた自民党の歴史を詳細に調べている．多くの国は，人権が国籍と無関係であることから，「国民」を「何

人」「人」と定めているが，自民党の改憲構想では，「国民」（日本国籍所有者）として変わっていない．外国人

の人権保障条項はなく，外国人の地方参政権は禁じている（94条）．まさに「自国のことのみに専念して，他国

を無視している」憲法になっている．　　 (報告：S.K.)

石田勇治著：悪しき過去との取り組み─戦後ドイツの「過去の克服」と日本

「過去の克服」なる言葉はドイツ語からの翻訳後である．「過去の克服」には２つのレベルがある．一つは，旧

ドイツを継承する国民または個人として，ナチ時代のメガ犯罪をいかに受け止めるかというもの．もう一つは，

ナチ不法の被害者への補償や犯罪者の司法訴追など具体的な政策と活動である．「過去の克服」は，ドイツにお

ける民主主義の成長と国際的信用回復貢献し，ドイツはいまや EUをリードする立場にある．いまだ戦争に起

因する近隣諸国との問題を解決できない日本とは対照的である．ドイツでナチ被害者への補償政策が始まった

のは前後直後であった．連邦補償法 (1956年)での補償対象は主に旧ドイツ国籍保有者のユダヤ人であった．旧

交戦国国民の被害は，賠償支払いでよって償われるべきとの考えで，戦時中ドイツ勢力下の東欧の被害者は補

償対象から外された．しかし，ドイツ統一の見通しが立たないなかで賠償問題は棚上げとなる．1998年のシュ

レーダー政権の下で，強制労働を被害者の認識に歩み寄る形で，道義的・歴史的責任から強制労働への補償基金

の設立を決めた．ドイツと日本は異なる戦争を下のだから，ドイツの取り組みは参考にならないという声もあ

るが，はたしてそうであろうか．華北で行った「三光作戦」はドイツの「東部戦線」での「絶滅戦争」とどれほ

ど違ったものか．また，戦時下の日本に連行された中国人・朝鮮人は，ドイツ本国に連行されたポーランド人・

ロシア人などとどれほど違っていたのか．さらに，強制収容所で実験と称してユダヤ人やロマ人などを殺害し

たナチの医者と，満州で捕虜や現地住民に生体実験を行った 731部隊の科学者とはどれほど違っていたか，と

著者は問う．決して大きな違いはない．日本とドイツの大きな違いは，旧体制に対する公的認識の違いである．

ドイツでは，ナチ体制下のドイツを「不法国家」と捉える認識が定着するのは戦中世代が現役を退く 1960年末

から 1970年代のことである．ドイツはニュルンベルク国際軍事裁判を公式に受け入れなかったが，自国刑法に

基づく司法訴追を自らの手で続け，ナチ時代の罪と責任をめぐる議論を重ねてきた．著者は，「」は新しい世代

の人権意識に訴えながら，同時にそれに促されて進展してきたという．　　 (報告：T.M.)

中塚　明著：「明治の戦争」と日本人の記憶

「坂の上の雲」を書いた司馬遼太郎などは，中国やロシアが朝鮮を支配すると地政学的に見て日本の安全は守

れない，そのために戦った日清戦争・日露戦争は日本の防衛戦争であったという．著者はこの見方に否定的で

ある．そのことを日清戦争について検証している．日本では，日清戦争は「朝鮮の独立のための戦争」であると

していが，日清戦争最初の日本軍の武力行動は朝鮮王宮の占領であり，朝鮮国王の事実上日本の虜とすること

であった．このことについて，当時，参謀本部編纂部長の東条英教（東条英機の父親）は次のように語っている

（『征清用兵隔壁聴談』）．日本軍が清国兵と衝突する口実のために，「朝鮮政府から清国兵の撃退を日本に依頼さ

せるのが一番良い．そのためには武力をもって朝鮮政府を脅かすのが一番だ」このような日本軍の侵攻に全朝

鮮の規模で東学農民軍を主体とする抗日の蜂起が起こる（東学農民の第二次蜂起）．日本軍大本営は，弾圧部隊

を派遣し，1894.11から翌年にかけてジェノサイド作戦を展開し，3?5万人の朝鮮人民を皆殺しにした．これは

軍部の勝手な作戦ではなく政府の決定による作戦であった．「朝鮮王宮占領のことなどを詳しく書くのは宣戦の

詔勅と矛盾する嫌いがあるので，こういうことは書かないで編纂しなおし，もっぱら清国が日本に敵対してき

たので，日本はやむなく応じざるを得なくなって戦争になった，というように改める」という方針の下で書かれ

たものが日清戦史である．日露戦争後には，このような方針はより系統的になったという．司馬史観に基づき

「明治の栄光」を讃える言説があるが，節目・節目で公表できない行為をともなった日清戦争・日露戦争は決し

て「日本の防衛戦争」ではないと著者は強く主張する．　　 (報告：E.M.)
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韓　冬雪著：安倍政権の歴史認識と改憲問題─アジア諸国から見た安倍政権の危うさ

日本の大学でも国際関係論の講義を行ったことのある中国・精華大学の政治学者である著者は， 1⃝日本の指
導的政治家たちの，戦争責任についての反省のない放言や 2⃝日本の教科書の中で，植民地政策をとってアジア
諸国の国民に多大の辛苦を与えた部分が軽く表現されていることに驚いたという．自民族が近代史で起こした

大きな過ちをきちんと総括しないで，不十分な誤った認識のままでこれから先，アジアの人々とどう付き合っ

て行けるのかを，心配している．アジアの人々は，安倍政権の改憲の企てに激しく反発し反対するという．こ

の著者の意見に賛成する読者会メンバーもいる一方で，日中間の良くない関係の一部が中国側にも責任がある

点が捨象されている点に違和感を覚えるメンバーもいた．　　 (報告：K.C.)

宗　柱明著：参議院選挙後の右翼国家主義的政治動向─韓国の進歩的観点による分析と提言

著者は，韓国・ハンシン大学の政治学者である．また，7月の参議院選挙に勝利した安倍政権を，愛国心や公

の秩序をふりかざして個人の権利を制限する「国家主義」の国へ導き，集団的自衛権により全世界で攻撃的戦争

をしうる膨張的「軍事大国」へと導く政権であるとみて，日本は「右翼国家主義」という極めて危険な問題に直

面していると主張している．この「右翼国家主義」に反対する（日本の）市民や政治勢力が連合し，安倍政権の

危険なもくろみを食い止め，平和と民主主義，進歩的な社会発展を追求することを期待している．著者は，新し

い東アジアの協力的発展への貢献を「民主的な平和国家日本」に求めている．　　 (報告：Y.M.)

小林義久著：オバマ政権と歴史認識問題─安倍政権をどう評価しているか

本論文では，安倍政権の歴史認識問題を，オバマ政権をどのように見ているかを論じている．安倍政権は，歴

代首相が触れてきたアジア諸国への加害責任や反省に言及せず，歴史認識でこれまでの政権と一線を画す姿勢

を示している．日本の過去の植民地支配と侵略を認めた 1995 年の村山談話を見直す可能性も指摘される．米

議会の調査報告書では，「安倍首相は強固なナショナリストとして知られる」と指摘し，歴史認識をめぐる安倍

政権閣僚の言動が，米国の国益を損ねかねないとの懸念を示している．麻生副首相のナチス発言や安倍首相の

「侵略という定義は国際的には決まっていない．国と国との関係でどちらからみるかということで違う」という

発言は，中韓のみならず米メディアからも「歴史に直面する能力がない」などの厳しい批判をあびた．オバマ

政権はこれらの発言に直接には反応していないが，安倍政権の動きを，戦後の国際秩序を揺るがしかねないと

みている．米誌”The Diplomat”(Aug. 10, 2013)は，米政府高官が 8月上旬に日本政府に対し軍備強化に踏

み切れば中国や韓国を刺激しかねないと警告したほか，核兵器開発につながる青森県六ヶ所村の核燃料再処理

施設の稼働をしないよう要請したと伝え，オバマ政権が日本の軍事能力向上に警戒感を抱いていると指摘して

いる．安倍政権が，戦後秩序をはみ出さない程度で集団的自衛権の憲法解釈見直しなどに取り組む限りは，米

国は支持する立場であると著者は結論している．今秋の 10月に日米軍事協力指針の改定のために来日した米国

務・国防長官がそろって千鳥ヶ淵戦没者墓苑に献花したのは米国の強いメッセージであるように思われる．　

　 (報告：T.Y.)

（以上，三好記）

6 例会等の御案内

6.1 核問題研究委員会

　日　　時 : 2013年 12月 21日（土）10:00∼12:30

　場　　所 : 九州大学筑紫キャンパス総合研究棟 C-CUBE５階 511

　内　　容 : 九州電力および福岡県知事への公開質問書について

　　　　　 その他
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6.2 エネルギー研究会 (第 63回)

　日　　時 : 2013年 12月 22日（月）14:00∼17:00

　場　　所 : エルガーラ・オフィス６階・久留米大学福岡サテライト

　内　　容 : 岩波『科学』9月号 ＜特集＞どうする・どうなる再生可能エネルギー

6.3 福岡環境研究会

タイトル : ナノテクノロジー・微粒子、その危険側面を考える

日　　時 : 1月 12日 (日)15～17時

場　　所 : エルガーラ・オフィス６階・久留米大学サテライト (場所の問合せ、電話：092–737–3111)

講　　師 : 西垣敏氏 (九工大名誉教授)

参加自由当日会場へ (参加費 100円)

問い合せ : 092-612-2870(中野)

内容概略

いま世界中でナノテクノロジーの研究と応用・産業化が、その環境・人間への危険影響が顧みられることな

く、爆発的スピードで進行している。その領域は、IT・コンピュータ、ロボットから医療、農業、環境、エネル

ギー、宇宙・航空、余暇・生活、戦争・兵器まで、つまり人間活動の全般に及ぶ。本講演は、その様なナノテク

応用の野放し的拡張に異議を唱える。まず、従来汚染物質に数えられて来ておらず、いまやその技術応用・産業

化が「国策」的な取り扱いにまで持ち上げられている、酸化チタン微粒子、カーボンナノチューブなどを例に

とって、環境・人間と人工微小物質の問題での危険性を議論する。続いて、ナノテクノロジーの軍事応用におけ

る現局面を探る。民生と軍事の境界線を引くことが困難なところにナノテクノロジーが入り込んでいる。副産

物や廃棄物の問題ではなくて、作ったもの自体が、健康・環境リスクにとどまらず、人間自身への脅威となって

現れてきていることに、注意を向けたい。

6.4 『日本の科学者』１月号 読書会

　日　　時 : 2014年 1月 13日（月）14:00∼17:00

　場　　所 : ふくふくプラザ 604室（福岡市中央区荒戸 3-3-39）

　内　　容 : 『日本の科学者』１月号　＜特集＞福島原発事故・災害?現状分析と打開のあり方

6.5 『日本の科学者』２月号 読書会

　日　　時 : 2014年 2月 10日（月）14:00∼17:00

　場　　所 : ふくふくプラザ 604室（福岡市中央区荒戸 3-3-39）

　内　　容 : 『日本の科学者』２月号　＜特集＞水環境・水資源・水市場
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